
北上市新型インフルエンザ等対策行動計画の
改定について

健康こども部健康づくり課

新型コロナウィルス感染症対応の経験を踏まえ、国、県において新型インフルエンザ等対策行動計画の改定を行った
ことを受け、当市においても改定を行うもの。 （新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)８条）

１ 新型インフルエンザ等行動計画とは

新型インフルエンザや新型感染症が流行した際に、
自治体がどのように対応するかをまとめた計画

H24.5 国において特措法制定
※国・県・自治体での行動計画策定を義務化

H２７.２ 北上市新型インフルエンザ等対策行動計画制定
↓（今回、初の抜本的な改定）

R6.7国（政府）、R7.3岩手県において計画改定を完了

３ 改定概要

２ 行動計画の構成

はじめに ・・・目的、経緯等
第1部 総論 ・・・基本方針、基本項目、役割分担
第2部 各論 ・・・７項目を時期区分に分けて記載
［７項目］
①実施体制 ②情報提供・共有、リスクコミュニケーション
③まん延防止 ④ワクチン ⑤保健 ⑥物資 ⑦市民生活

現行 改定計画

対象
疾患

「病原性の高い新型インフルエ
ンザ」等を念頭

「幅広い呼吸器感染症」を
念頭

対策
項目

６項目
①実施体制 ②情報収集・サー
ベイランス ③情報提供・共有
④予防・まん延防止 ⑤医療
⑥市民生活

７項目
①実施体制 ②情報提供・共
有、リスクコミュニケーション
③まん延防止 ④ワクチン ⑤
保健 ⑥物資 ⑦市民生活

時期
区分

「未発生期、海外発生期、国内
発生早期、国内感染期、小康
期」の５期

「準備期（平時）、初動期（発生
初期）、対応期（感染拡大期）」
の３期

＜市の重要な役割＞
①ワクチン接種の実施
②情報提供・共有、双方向コミュニケーション
③市民の生活支援や要配慮者支援
④学校や保育園等の対応

「行政×医療×福祉×教育機関×地域」の連携が不可欠

国：基本方針の決定、全体の統括
県：医療と広域調整の中核を担う
市：市民生活に関わる部分の実働主体
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〇 項目ごとの主な対策の概要

準備期 初動期 対応期

①実施体制 ・有事に備えた体制の整備、業務
継続計画を策定
・国や県、関係機関等との連携体
制の構築
・有事に備えた初動体制の構築

・必要に応じて市対策本部を検討
・情報収集、初動体制と基本的対処方針
の確認
・予算の確保

・緊急事態宣言後、市対策本部の設置
・施設・学校等関係機関との連携
・必要に応じて県等へ応援要請
・必要な財政措置
・緊急事態解除宣言後、市対策本部の廃止

②情報提供・共有、リス
クコミュニケーション

・感染症に関する普及啓発
・コールセンター等の設置準備

・市民への正しい情報提供
・学校・施設等関係機関への通知
・誤情報への対応
・コールセンター等の設置

・コールセンター等の継続
・市民への正しい情報提供の継続

③まん延防止 ・手洗いや咳エチケットの啓発
・公共施設の換気・消毒体制整備

・業務継続計画に基づく対応準備

④ワクチン ・ワクチンの情報収集、周知方法
策定
・医師会等関係機関との体制構築
・予防接種の実施方法の構築
・優先接種についての検討

・予防接種に必要な体制構築
（接種会場や医療従事者の確保等）
・予防接種の実施
・情報提供

・予防接種の実施と必要に応じ接種体制の
拡充
・ワクチンの情報共有、適切な管理と対応

⑤保健 ・県が実施する健康観察への協力
・県と、患者や濃厚接触者に関する情報共
有と対応

⑥物資 ・必要な物資等の備蓄と供給方法
の検討（マスク、個人防護具等）

⑦市民生活及び市民経
済の安定の確保

・情報共有体制の整備
・要配慮者把握と支援体制の整備
・物資、資材の備蓄（食料品や生活
必需品等）
・火葬体制の把握

・一時的に遺体安置できる施設の確保 ・必要な支援を実施（メンタル、高齢者、こ
どもの発達等）
・要支援者への支援、長期支援も考慮
・埋葬・火葬、遺体安置への対応
・財政支援

※赤字は前回計画と変更があった箇所


